
利用者
（申請者）

補装具
製作業者 市町村

②・補装具費支給決定通知
・支給券
・代理受領の委任状兼請求書
を利用者へ送付する

③補装具の引き渡し

④補装具の購入・修理
費用の支払い
（自己負担分のみ）

⑤補装具製作業者は、利用
者の自己負担分以外の補装
具の購入・修理にかかる費
用の請求を市町村に対して
行う

①申請

●補装具費の支払いの仕組み（代理受領方式）

⑥市町村は補装具製作業者
に支払いを行う

※①申請後から②支給決定通知送付までの間の手続きは省略して記載しています


